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見出し 0502-3 久慈市衛生班連合会の会費 

ご意見 県が、久慈市衛生班連合会に河川障害物除去業務として委託してい

る旨の回答があったが、会費はどのようになっているのか。 

回答 会費についてでありますが、会則第 17条のとおり、１世帯年額 400

円を単位衛生班長が取りまとめることとしているため、会費の徴収形

態については単位衛生班に一任していると、市衛連事務局から伺って

いるところであります。 
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